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平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

 障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有す

る者の実態に関する研究（H27－身体・知的－指定－001） 

 

分担研究報告書 
 

分担研究課題名：精神科病院から障害者支援施設に移行した強度行動障害者の支援Ⅱ 
 

研究分担者：志賀 利一（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究協力者：有賀 道生（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

信原 和典（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

古屋 和彦（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 

Ａ.研究目的 

平成 28 年度に、「精神科病院から障害者支

援施設に移行した強度行動障害者の支援」とし

て報告した３事例の追跡報告を行う 1)。 

昨年度は、精神科病院退院後、診療所を併設

する施設入所支援における約１年半にわたる、

生活支援と精神科医療の連携の経過をまとめ

た。結論として、「精神科病院退院後、継続的

なアセスメントにより生活支援の方法を詳細

かつ頻繁に変更し、同時に精神科医療による減

薬等を実施することで、行動障害の軽減と同時

に、ある程度安定した生活スタイルの確立が可

能であることが推測できる。ただし、精神科病

院を退院し、障害者支援施設に入所して 1年半

少々の期間で、地域移行が実現した者はいない。

また、行動の改善の程度ならびに減薬の取り組

みにおいても個人差が存在しており、今後も継

続的な調査を行う必要がある。」とまとめてい

る。 

今年度は、その後約１年半、合計３年間の生

活支援ならびに薬物療法を中心とした精神科

医療の経過をまとめる。さらに今年度は、日本

語版 BPI-S（問題行動評定尺度短縮版）を用い、

入所時、１年半、３年時の行動障害の状態を得

点化し（支援記録等による後方視的な評定）、

評定尺度の妥当性に関する探索的調査も合わ

せて行った。 

結果から、最近議論が始まった、有期限で強

度行動障害者の生活の立て直しを行う事業の

可能性と留意点について考察する。 

 

Ｂ.研究方法 

本研究において、３事例について、①個別支

援計画に則った生活支援記録、②薬物療法等の

精神科医療の診療記録、③障害者支援施設内部

あるいは関係機関を交えた定例のケース検討

会の記録、④日本語版 BPI-S の評価点を時系列

に整理し、考察する。 

なお、本研究は、国立のぞみの園調査研究調

整会議の審査を得ている。 

研究要旨 
 行動障害が顕著で、家庭での生活が困難となり、なおかつ地域の障害者支援施設や障害福祉サー

ビス事業所等での受け入れができず、精神科病院に入院している知的障害者が一定数いる。こうし

た強度行動障害者の地域移行に向けた取り組みが社会的な課題となっている。本研究は、精神科病

院から地域移行に向けての中間施設として、診療所（精神科）を併設する障害者支援施設の約 3年

間の実践事例をまとめることで、障害者支援施設における生活支援と精神科医療の連携の在り方に

ついて考察を行う事例研究である。結果から、地域生活が立ち行かなくなった強度行動障害者を対

象に、有期限で生活を立て直す事業の可能性と留意点について考察する。 
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Ｃ.研究結果 

１．服薬と生活支援の調整 

対象者３人の概要ならびに入所時の状況を

表１に示す。表２は、精神科病院退院直後（入

所時）、1年半経過時、３年経過時の服薬の状況

である。事例Ａは入所時に 1 日に 11 種 43 錠

（昼、就寝時）、事例Ｂは 1 日に 12 種 40.5 錠

（朝、夕、就寝時）、事例Ｃは 1 日に 18 種 48

錠（朝、昼、夕、就寝時）と頓服を服用してい

た。３人に共通しているのは、入所後１年半の

表１．対象者の概要 

 

表２．３年間の服薬状況 
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調整で、服薬数は減っているが、その後の調整

では目立った減薬はできていない。 

表３は、四半期（３ヶ月）単位で生活支援方

法（構造化、手順書の変更等）の変更を行った

回数をまとめたものである。概ね、どの事例も、

四半期単位では支援方法の変更・修正を継続的

に行っていることがわかる。また、その回数は、

入所後第１四半期から第３四半期に多く、その

後は減少傾向にある。事例Ａの支援方法の変更

が再び増えている、第 10四半期から第 12 四半

期において、地域生活移行に向けての実習、強

度行動障害棟から他の自立支援等への移行と

いった大きな生活環境の変化の時期に重なる。

また、また、事例Ｂ、事例Ｃの支援方法の変更

がやや増えている第９四半期は、行動障害の頻

度・強度が増え、生活支援環境の原因特定が困

難な時期であった。なお、この生活支援方法の

変更時期において、服薬調整も複数回実施され

ていた。 

なお、生活支援方法の変更の代表例として

は、物理的構造化（例、居室内の自立課題や日

中活動の作業場面の調整、食堂の場所の調整、

更衣時のふらつき予防の椅子の導入等）、視覚

的構造化（例：洗面台の立ち位置の明示）、自

発コミュニケーション（例：好みの選択や自発

的な要求を保証するためのカードの導入）、ル

ーチン（例：日課の区切りを明確にするため自

立課題の導入、活動のモチベーションアップの

ためのトークン）、スケジュール（例：視覚的

なスケジュールシステム導入）、詳細な支援手

続きの統一（例：支援手順書の書き換え・掲示

方式の変更）等、強度行動障害・自閉症支援の

標準的な手続きに準拠している。 

表４は、入所時、１年半後、３年後の３つの

時期における BPI-S の得点をまとめたもので

ある（支援記録や記録動画等から後方視的に評

定）。 

BPI-S は、知的障害あるいはその他の発達障

害のある人の自傷行動、常同行動、攻撃的／破

壊的行動について、対象者をよく知る他者記入

式の質問紙である。全 30 項目からなり、自傷

行動 8 項目（頻度、重症度）、攻撃的／破壊的

行動 10 項目（頻度、重症度）、常同行動 12 項

目（頻度のみ）から構成されている。なお、頻

度は 5件法（0＝一度もない、1=1 ヵ月に一度、

2=1 週間に一度、3＝1 日に一度、4＝1 時間に

一度）で評定し、重症度は 4 件法（0＝問題な

し、1＝軽度の問題、2=中度の問題、3=重度の

問題）で評定する。得点が高くなるほど、頻度

が高くなり、また重症度も重くなる。 

表４からは、入所時と３年後の合計得点を

比較すると、事例Ｂは下がっているが、事例Ａ

は約３倍、事例Ｃは約２倍に得点が上昇してい

る。職員の主観的印象や生活支援記録、診療記

録と、この後方視評定の結果は一致しなかった。 

 

Ｄ.考察 

著しい行動障害ゆえに精神科病院に入院す

る知的障害者は存在しており、長期入院のリス

クが高いと言われている 2)。事実、本研究の３

事例も退院当初、抗精神薬等の多剤服用してお

り、医療と福祉の密な連携が前提となる支援が

表３．四半期単位の生活支援方法の変更回数 

 

表４．BPI-S による行動障害の評定の変化（後方視評定） 
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必要であった。また、本研究の１事例だけでな

く、精神科病院における長期間の身体拘束故に、

精神科だけでなく、内科、皮膚科、整形外科、

リハビリ等との連携も不可欠な事例報告も存

在する 3)。本研究は、診療所が併設された大規

模入所施設における事例をまとめたものであ

るが、利用定員 50 人前後の標準的な障害者支

援施設、あるいはグループホームにおいて、精

神科病院退院後の医療と福祉の連携のあり方

について事例検討ならびに問題点の洗い出し

について、今後も検討が必要であると考えられ

る。 

本研究は、強度行動障害者を対象に、概ね２

年間という期限を定め、生活の立て直しの後に

地域移行の実現を目指す、モデル事業を運営し

ている施設の事例報告である。そして対象の３

事例は、精神科医療と連携し、構造化を中心と

した強度行動障害・自閉症支援の標準的支援を

継続することで、概ね１年以内に支援の方法が

概ね固まっている（支援の調整・見直し回数が

減っている）。また、服薬調整もこの時点で概

ね一段落している。しかし、３年が経過した時

点で地域移行が実現した事例はない。地域移行

の実現には、受け入れ側の環境整備や本人・保

護者の同意など、解決すべき課題がいくつも存

在する 4)。行動障害の一定の改善だけで、簡単

に判断できるものではない。 

実は、今回の事例同様、強度行動障害者を対

象にした、有期限・有目的の事業が、25 年前に

強度行動障害特別処遇事業として実施されて

いた 5)。この事業の実施施設は、福祉型の児童・

成人施設において、強度行動障害の支援が可能

な専門の職員配置ができるよう定めたもので

あり、1993 年から５年間、最終的に 17 施設で

事業を実施していた。残念ながら、この事業の

成果の検証が十分行われること無く、全国の多

数の施設を対象にした強度行動障害特別処遇

加算に変わり、現在の重度障害者体制加算等に

引き継がれており、有期限・有目的の性格は無

くなっている。 

しかし、いくつかの地方自治体では、事業の

形態は若干異なるものの、強度行動障害者を対

象とした有期限・有目的の事業が実施されてい

る。例えば、大阪府では 2012 年より、強度行

動障害の得点が極めて高く、「強い他傷」、「対

応が難しいパニック」、「恐怖感を与える粗暴行

為」を示す知的障害者を中心に、府立施設にお

いて通過型の施設運営を行っている 6)。また、

千葉県においては、2003 年に県立施設におい

て強度行動障害者を対象とした類似した事業

を展開していたが、施設における傷害致死事件

発生により 2014 年から受入が中止されてしま

った（現在は、地域移行促進と人材養成が中心

の事業に変わっている）7)。また、福岡市では、

2015 年より、グループホームを活用した有期

限の強度行動障がい者集中支援モデル事業を

実施し、モデル事業が終了した 2018 年より集

中事業に、移行型グループホーム事業、緊急受

け入れ事業を加え、体制強化した新たな事業展

開をスタートしている 8)。同様に、強度行動障

害者の生活の立て直しを検討している自治体

は存在する 9)。つまり、著しい行動障害ゆえに、

特別な支援体制を整えた施設等を一定期間活

用することで「生活の立て直し」を希望する者

がかなりの数存在し、このような強度行動障害

者を受け入れる障害福祉サービス事業所が極

めて少ないことが背景にある。 

強度行動障害者を対象とした有期限事業の

困難さには、生活の立て直し後の、地域移行あ

るいは他施設移行の実現の難しさがある。先に

記した大阪府では、明確な利用期限を定めてお

らず、新たに受け入れた強度行動障害の地域移

行に取り組みをはじめた段階である。千葉県で

は、事業を実施していた 12 年間における地域

移行の実績はゼロであった（2016 年以降の地

域移行に特化した事業で移行事例が出はじめ

ている）。一方、利用期限を原則３ヶ月と定め

た福岡市では、利用者数に応じた地域移行の実

績を出していた。この先駆的な地方自治体事業

の実績を単純に比較することはできないが（地

域の連携、事業の規模、利用者の状態像、自治

体の仕組み等が異なる）。「利用期限」は検討す

べき大きなテーマである。 

本研究の事例は、精神科病院退院直後の多

剤服用の状態から、医療と生活支援の密な連携

で、比較的安定した生活に至るまでに９ヶ月程

度の時間を要している。長期間の施設利用は、

地域移行のネガティブな要因であるなら、概ね

１年程度の期限が妥当であると考えられる。 

一方、入所後 25 ヶ月以降、どのケースも支
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援の見直しが再度頻繁に行われており、服薬調

整も再度頻回に行われている。また、支援員が

評定した後方視的な BPI-S の評価点からも３

年後がもっとも高いスコアになっている。支援

の見直し頻度、服薬調整の頻度、BPI-S の評価

点からは、１年以上の長期的な改善傾向が見ら

れなかった。今後は、日中活動の参加回数や作

業や自立課題の集中時間・生産性、居住場面に

おける自立度、他害・自傷・攻撃等の頻度など、

より具体的な記録と照合した研究が求められ

る。実際、本研究の対象施設は、精神科病院等

を退院した行動障害のある利用者が、毎年、居

住等に複数名入居する形態であり、利用者間の

相性や日常生活の動線の調整に大きな課題を

抱えている。建物設備を含め、このような生活

の立て直し事業には、年単位で長期間支援を前

提とする事業所と異なり、配慮すべき視点が多

い。 

また、当初の生活支援や服薬調整と入所２

年経過した段階における生活支援等とは、同様

な質のものであるかも検証が必要である。もし、

両者の質が異なるのであれば、前者は集中支援

の期間で対応すべき課題、後者は地域移行後の

長期にわたる支援で解決すべき課題と分ける

ことが可能かもしれない。 
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Ｅ.結論 

 精神科病院から地域移行に向けての中間施

設として、診療所（精神科）を併設する障害者

支援施設の約 3 年間の実践事例をまとめるこ

とで、障害者支援施設における生活支援と精神

科医療の連携の在り方について検討を行った。

結果から、地域生活が立ち行かなくなった強度

行動障害者を対象に、有期限で生活を立て直す

事業の可能性と留意点について報告した。 
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